
 

 

 

 

 

白山市監査公表第５号 

 

 

 

地方自冶法第１９９条第１４項の規定により、白山市長から監査の結果に基づき

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。 
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白山市監査委員  北 田  幸 光 

 

 

白山市監査委員  小 川  義 昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 定例監査 

（その１） 

(1) 措置通知があった年月日  令和 2年 8月 28日 

(2) 措置を講じた部局等    観光文化スポーツ部スポーツ課 

(3) 監査結果の公表年月日   令和 2年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その２） 

(1) 措置通知があった年月日  令和 2年 8月 31日 

(2) 措置を講じた部局等    産業部地産地消課 

(3) 監査結果の公表年月日   令和 2年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その３） 

(1) 措置通知があった年月日  令和 2年 9月 4日 

(2) 措置を講じた部局等    健康福祉部生活支援課 

(3) 監査結果の公表年月日   令和 2年 3月 26日（白山市監査公表第 2号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

 

 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

体育施設のトイレ改修につい

ては、年次計画を示し、早期に改

修をする必要がある。 

各体育施設のトイレを調査した上で施設

改修計画を立て、令和 2年度から 3年度にか

けて必要な箇所の改修を行う。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

白山市産農林水産物の消費拡

大を図るために、市民への地産地

消簡単料理レシピを普及された

い。 

「広報はくさん」に毎月、地産地消簡単料

理レシピを掲載し、市民に周知している。ま

た、市庁舎やＪＡ直売所にコンテスト最優秀

賞作品レシピ集を設置したり、パネル展で公

開したりと消費拡大に努めている。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

福祉協力員に対しては、その制

度や目的を明確に伝えるほか、研

修内容等の把握にも努められた

い。 

地区からの要望に応えるため、説明会を開

催し制度の周知に努めた。また、関係機関と

連絡を密にすることで研修内容等を把握し、

引続き福祉協力員の活動を支援していく。 



（その４） 

(1) 措置通知があった年月日  令和 2年 9月 11日 

(2) 措置を講じた部局等    教育委員会松任図書館図書サービス課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その５） 

(1) 措置通知があった年月日  令和 2年 9月 11日 

(2) 措置を講じた部局等    市民生活部市民課 

(3) 監査結果の公表年月日   令和 2年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その６） 

(1) 措置通知があった年月日  令和 2年 9月 17日 

(2) 措置を講じた部局等    建設部土木課 

(3) 監査結果の公表年月日   令和 2年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

 子どもゆめ基金助成金を利用

した子ども読書活動経費につい

て、支払い方法に改善を要する。 

子どもゆめ基金助成金を利用した事業に

ついては、今年度をもって終了する。来年度

以降については、他の子ども読書活動事業同

様、市の事業として実施する。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

住民票等のコンビニ交付サー

ビスの開始を見据え、マイナンバ

ーカードの更なる取得率向上に

努められたい。 

 各種団体が主催する会合に積極的に参加

し、普及啓発活動を展開すると共に、申請支

援の実施や市役所での交付臨時窓口の増設

など、今後も引続き取得率向上に努める。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

環状交差点（ラウンドアバウ

ト）の導入にあたっては、市民へ

の周知を図るとともに、安全性を

考慮し、慎重に実施する必要があ

る。 

事業説明会を事前に開催し、地区住民への

周知を図った。 

随時、工事の進捗に合わせ地区住民へ工事

の進捗及び交通規制情報などを回覧により

周知を図るとともに、交差点付近には安全、

誘導標識や路面標示等により、通行車両等の

安全確保に努める。 


